
2026年度 前期 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習のご案内（実施計画）

1.お問い合わせ:

日暮里教室: 東京都荒川区東日暮里6-60-10 日暮里駅前中央ビル8F

TEL: 03-5838-6924 / FAX: 03-5838-6925

（熊谷教習所: 埼玉県熊谷市三ヶ尻3858 TEL: 048-532-5781）

2. 講習の概要（法令根拠）

3. 日程・定員・会場

会場: 埼玉県内各会場（下記参照）

定員: 各回 60名

【前期 開催日程】

4/6月～8水 4/20月～22水 5/8金～10日 5/20水～22金 6/8月～10水

県民活動総合センター 朝霞市産業文化センター 県民活動総合センター 朝霞市産業文化センター 朝霞市産業文化センター

6/15月～17水 7/6月～8水 8/２日～４火 8/24月～26水 9/６日～８火

県民活動総合センター 県民活動総合センター 県民活動総合センター 朝霞市産業文化センター 県民活動総合センター

9/16水～18金 ＊埼玉県民活動総合センター：埼玉県北足立郡伊奈町内宿台６丁目２６

朝霞市産業文化センター ＊朝霞市産業文化センター　 ：埼玉県朝霞市浜崎６６９−１

4. 受講資格

満18歳以上（経験不問）

5. 受講料（消費税込）

区分 通常コース 免除コース 特例コース

受講料（税込） 28,600円 24,200円 24,200円

（内訳）
（受講料26,400円+
教材費2,200円）

（受講料22,000円+
教材費2,200円）

（受講料22,000円+
教材費2,200円）

対象者・条件

18歳以上の方 日本赤十字社の「救
急法救急員認定証」
をお持ちの方

酸素欠乏危険作業主
任者技能講習修了者
の方(旧第一種)

発行元: 一般財団法人 日本産業技能教習協会（https://kyousyu.org）

労働安全衛生法第14条等に基づき、暗渠・タンク・ピット等の「酸素欠乏危険場所」で作業を行う際、選
任が義務付けられている国家資格です 。 目に見えない酸欠空気や有毒な硫化水素による一瞬の事
故を防ぎ、作業員の尊い命を守るため、作業主任者に不可欠な知識と技能を習得します 。

（登録番号：埼玉労働局長登録 教習機関 第141号 ／
 　　登録有効期間：2024年3月31日～2029年3月30日）



6. 講習科目および時間割例

業務規程別表8に基づく標準時間割です。当日の進行等で適宜変更等があります。

（講習時間の記載は休憩時間を含みません）

日程 時間割例 講習科目 講習時間
担当講師
（代表各２名）

8:45～ 9:10 受付、ガイダンス

9:10～10:40
10:50～12:10
（昼休憩 50分）
13:00～14:10

酸素欠乏等の発生
原因・防止措置

4時間 久保田隆一
小山純二

14:20～16:30
保護具に関する知
識

2時間
三上知治
和田恵太

9:00～12:10
（昼休憩 50分）

健康障害・救急そ
生（学科）

3時間
櫻澤博文
町田宗貴

13:00～15:40 関係法令 2.5時間
青木崇
原田一男

15:50～16:50 学科修了試験 1時間

9:00～11:40
（昼休憩 50分）

実技① 救急そ生
の方法

2.5時間
青木崇
原田一男

12:30～15:10
実技② 酸素・硫化
水素濃度測定

2.5時間
西本清治
原政良

※当日の進行状況により、科目の順序や時間が前後する場合があります。

7. 申込方法

(2) 書類送付: 受付後、手続き書類一式をメールもしくは郵送いたします。

本人確認書類の原本は、必ず講習初日にご持参ください（受付にて確認いたします）。

テキスト、受講票は当日会場でのお渡しとなります（受付でお名前をお伝えください）。

受講申請書記載に虚偽の内容があった場合、講習修了後でも資格が無効となります。

失格、当日欠席、講習実施14日前以降のキャンセルは、原則受講料返金いたしません。

外国籍の方は、有効な在留カードの提出、日本語理解力確認票の提出が必要です。

本講習は埼玉労働局への登録に基づくものです。原則として、東京会場への振替受講はできません。

3日目

1日目

2日目

  (1) ご　予　約: 当協会WEBサイト（https://kyousyu.org）の予約フォーム、
　　　　　　　　　　　　またはメール、FAX・お電話等にてご予約ください。

　(3)返送・入金: 受講申込書に必要事項を記入し、写真（縦4cm×横3cm）貼付の上、
　　　　　　　　　　　　本人確認書類写しを添えてご返送ください。（オンライン可）
　　　　　　　　　　　　受講料は指定口座へ事前にお振込みください。

8. その他・重要確認事項
本講習の受講にあたっては、以下の事項を確認し、遵守してください。

本人の受講態度不良等の事由で、適正な技能講習実施に支障が生じた場合等において、
技能講習実施管理者の指示に従えない場合は、受講中止、失格となる場合があります。

講習当日の連絡ない欠席、遅刻、早退は、受講資格を失います。（返金もいたしません）


